
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発

医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお

支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいた

します。

・ 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使って

いただけるお薬です。

・ 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の 1相当を、特別の
料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

・ 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合

等は、特別の料金は要りません。
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A,いわゆる長期収載品 (ちょうとヽしゆ:違いいん)と呼はれる、1司じ成分の後発医薬品がある先発L薬品
が対象となl〕ます1,
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A.流通の問題などにより、医療機関や葉局 1こ後発医薬品の在庫がない場合には、1特別の料金」を支払
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医療法人社団慶北会花田病院

令和 6年 10月からの医薬品の
自己負担の新たな仕組について

Q2.なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A.みなさまの保険料や税舎て議 わllる医療保険の負押を公Tはム将来 |こわたり国民告保険を守⊃
ていくたみ 国は、仙 1害の安い後発医薬品へ碑置き換えを進めています.そ織ため、医療 卜の必要性が
ある場合等を除き、より価格の高し1-部の先発医薬品を希望される場合 1こは、1特別の料金」とtノて、
こ負押をお願いすることとなりました、,こ111こより、医:療機関・菜局のlX人が増えるわけで|まなく、.保険給
付が減少すること|こよりな療保険財政が改善されま丁ので、ご理解とご:轟力をお願いt′ますⅢ

⊆■建堕生型壁塾量工壁型豊墨金」壁三ニムうことになりますか。

A.例えば、′=使用感″や″味′など、お薬の有効性に関係のない理由で先発盤 薬品を希望する場合目 指
別昴料金」をご負IEいたださます`過去 iこ当該後発医薬品 |こおいて副作用が出たことがある場合等は、
医自中、画科医自中、薬青|」自巾等にご相言炎くださしヽ ,


